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 業 務 仕 様 書 

 

 

 

１ 業務の名称 

   令和 7 年度 林道敷地伐開業務委託（長坂線） 

 

２ 業務委託場所 

   北秋田市七日市字下モ大袋 地内  

 

３ 業務期間 

   契約締結日の翌日から令和８年３月３１日 

 

４ 業務内容 

   本業務は林業の林業専用道（規格相当）長坂線の開設のための林道敷地伐開業務である。 

    伐開作業延長：L=６００m    

    伐 開 面 積 ：A=７４３７．５m2   

    

 

５ 提出書類 

   受託者は、業務の実施状況が確認できるよう下記のとおり写真を撮影し、業務完了時に担

当職員に提出するものとする。電子データ（DVD－R へ保存）により担当職員に 1 部提出す

るものとする。 

  【写真撮影について】 

○ 着手前 各７枚以上（起終点含む７箇所以上） 

○ 作業中 各５枚以上 

○ 完 成 各７枚以上（起終点含む７箇所以上） 

 

６ その他 

（１） 業務着手時に発注者と受注者において施業箇所の現地確認を実施する。 

（２） 作業に必要な機械、燃料等は受託者が準備すること。 

（３） 作業にあたっては、労働基準法に基づく安全管理を行い、事故防止に努めること。なお、 

万一事故が発生した場合は、受託者の責任において処理するとともに、速やかに市へ状況

を報告すること。 

（４） 受託者は、業務の実施にあたり業務内容について疑問が生じたとき、又はこの内容に定  

めのない事項がある場合は、速やかに担当職員と協議し、業務を進めるものとする。 

（５） 本業務の工期について、当該事業の繰越承認手続き中のため、令和８年３月３１日まで

としている。今後、北秋田市議会において繰越が承認された後に令和８年７月３１日まで工

期を延長する予定である。 

 

   


